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１　収益的収入及び支出

収  入

年　度

科　目 決算額 構成比(%) 決算額 構成比(%) 増減 伸率(%)

１　営業収益 754,740 73.2 773,977 72.1 △ 19,237 △ 2.5

　①給水収益 752,456 73.0 763,789 71.1 △ 11,333 △ 1.5

　②受託工事収益 0 0.0 8,147 0.8 △ 8,147 皆減

　③その他営業収益 2,284 0.2 2,041 0.2 243 11.9

２　営業外収益 276,198 26.8 283,638 26.4 △ 7,440 △ 2.6

　①受取利息 12 0.0 28 0.0 △ 16 △ 57.1

　②他会計補助金 43,694 4.2 46,496 4.3 △ 2,802 △ 6.0

　③長期前受金戻入 201,586 19.6 204,849 19.1 △ 3,263 △ 1.6

　④雑収益 30,906 3.0 32,265 3.0 △ 1,359 △ 4.2

３　特別利益 440 0.0 16,314 1.5 △ 15,874 △ 97.3

　①固定資産売却益 433 0.0 0 0.0 433 皆増

　②過年度損益修正益 7 0.0 16,314 1.5 △ 16,307 △ 99.9

　計 1,031,378 100.0 1,073,929 100.0 △ 42,551 △ 4.0

支  出

年　度

科　目 決算額 構成比(%) 決算額 構成比(%) 増減 伸率(%)

１　営業費用 941,563 93.7 911,223 93.3 30,340 3.3

　①職員給与費 45,978 4.5 44,414 4.5 1,564 3.5

　　　給　料 23,403 2.3 22,889 2.3 514 2.2

　　　手当等 15,393 1.5 14,531 1.5 862 5.9

　　　法定福利費 7,182 0.7 6,994 0.7 188 2.7

　②経費 480,037 47.9 467,855 47.9 12,182 2.6

　　　委託料（包括：修繕費） 58,835 5.9 60,056 6.1 △ 1,221 △ 2.0

　　　委託料（包括：動力費） 52,280 5.2 53,305 5.5 △ 1,025 △ 1.9

　　　委託料（包括：その他） 183,386 18.3 180,539 18.5 2,847 1.6

　　　委託料（包括以外） 123,514 12.3 113,049 11.6 10,465 9.3

　　　その他 62,022 6.2 60,906 6.2 1,116 1.8

　③減価償却費 406,081 40.4 396,183 40.6 9,898 2.5

　④資産減耗費 9,467 0.9 2,771 0.3 6,696 241.6

２　営業外費用 63,056 6.3 65,558 6.7 △ 2,502 △ 3.8

　①支払利息 62,744 6.3 65,289 6.7 △ 2,545 △ 3.9

　②雑支出 312 0.0 269 0.0 43 16.0

３　特別損失 207 0.0 0 0.0 207 皆増

　①過年度損益修正損 207 0.0 0 0.0 207 皆増

計 1,004,826 100.0 976,781 100.0 28,045 2.9

収入総額　　 1,031,378

支出総額　　 1,004,826 273,726

収支差引　　 26,552 △ 98,843

前年度繰越利益剰余金 148,331 △ 30,000

その他未処分利益剰余金変動額 98,843 △ 30,000 △ 158,843

当年度未処分利益剰余金 273,726 114,883

当年度未処分利益剰余金

令和３年度荒尾市水道事業会計決算資料

（単位：千円）

令和３年度 令和２年度 対前年度比

（単位：千円）

令和３年度 令和２年度 対前年度比

（単位：千円）

利益剰余金処分額（案）

　資本金への組入れ

　減債積立金の積立て

　建設改良積立金の積立て

翌年度繰越利益剰余金

議第53号資料
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２　資本的収入及び支出

収　入

年　　度

科　目 決算額 構成比(%) 決算額 構成比(%) 伸率(%)

１　企業債 295,500 59.3 473,200 68.3 △ 37.6

２　工事負担金 15,760 3.2 14,018 2.0 12.4

３　他会計負担金 13,108 2.6 9,448 1.4 38.7

４　補助金 174,003 34.9 196,082 28.3 △ 11.3

５　固定資産売却代金 9 0.0 0 0.0 皆増

計 498,380 100.0 692,748 100.0 △ 28.1

支　出  

年　　度

科　目 決算額 構成比(%) 決算額 構成比(%) 伸率(%)

１　建設改良費 637,940 71.3 642,295 71.9 △ 0.7

　①配水設備拡張費 155,381 17.4 122,175 13.7 27.2

 　　委託料（包括：工事費） 123,919 13.9 95,556 10.7 29.7

 　　委託料（包括：その他） 25,311 2.8 22,724 2.6 11.4

 　　その他 6,151 0.7 3,895 0.4 57.9

　②配水設備改良費 455,281 50.9 512,476 57.4 △ 11.2

 　　委託料（包括：工事費） 366,542 41.0 468,204 52.4 △ 21.7

 　　委託料（包括：その他） 88,231 9.8 30,749 3.5 186.9

 　　その他 508 0.1 13,523 1.5 △ 96.2

　③営業設備費 27,278 3.0 7,644 0.8 256.9

 　　委託料（包括：工事費） 9,330 1.0 7,546 0.8 23.6

 　　その他 17,948 2.0 98 0.0 18,214.3

２　企業債償還金 256,569 28.7 250,657 28.1 2.4

計 894,509 100.0 892,952 100.0 0.2

３　事業概要

　（１）主な建設改良工事

工事費（千円） 着工年月日 備考

15,320 令和3年5月14日

25,592 令和3年5月14日

22,875 令和3年5月18日

29,918 令和3年7月6日

9,374 令和3年8月17日

9,572 令和3年9月14日

51,748 令和3年10月20日

14,557 令和3年11月15日

42,745 令和3年12月6日

4,985 令和4年1月24日

　（２）業務量等

増減

行政区域内人口 人 50,622 51,321 △ 699

年度末給水人口 人 48,509 49,199 △ 690

普及率 ％ 95.8 95.9 △ 0.1

年間総配水量 ｍ
３ 5,402,253 5,599,561 △ 197,308

年間有収水量 ｍ
３ 4,999,389 5,086,766 △ 87,377

１日平均配水量 ｍ
３ 14,801 15,341 △ 540

１日最大配水量 ｍ
３ 16,615 16,671 △ 56

有収水量率 ％ 92.5 90.8 1.7

供給単価　 円/ｍ
３ 150.51 150.15 0.36

給水原価 円/ｍ
３ 160.63 150.15 10.48

料金回収率 ％ 93.7 100.0 △ 6.3

（単位：千円）

（単位：千円）

令和３年度 令和２年度 対前年度比

増減

△ 177,700

1,742

3,660

△ 22,079

9

△ 194,368

57,482

令和３年度 令和２年度 対前年度比

増減

△ 4,355

33,206

28,363

2,587

2,256

△ 57,195

△ 101,662

工  事  内　容 竣工年月日

△ 13,015

19,634

1,784

17,850

5,912

1,557

収入総額　498,380千円　　　　　　支出総額　894,509千円　　　　　　収支差引　△396,129千円

 　資本的収入額が資本的支出額に不足する額396,129千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額45,206千円、

過年度分損益勘定留保資金38,122千円、当年度分損益勘定留保資金213,958千円及び建設改良積立金98,843千円で補塡した。

中央野原線道路改良工事に伴う導水管布設工事 令和3年10月29日

有明9527汚水枝線管渠布設工事に伴う配水管布設外1件工事 令和4年3月11日

荒尾鉄工団地内配水管布設その３工事 令和3年11月30日

八幡増圧2系ドレン設置外1件工事 令和4年3月22日

中央水源地機械電気設備更新工事

山浦8028汚水枝線管渠布設工事に伴う配水管布設工事 令和4年2月28日

有明9544-3汚水枝線管渠布設工事に伴う配水管布設工事 令和4年3月25日

金山下地区集落道路改良工事に伴う配水管布設工事 令和4年3月18日

増永地区配水管布設工事 令和4年3月11日

万田田添線道路改良工事に伴う配水管布設工事 令和4年3月15日

令和4年3月31日

年　　度
令和３年度 令和２年度

対前年度比

　事項　・　単位 伸率(%)

0.2

7.0

△ 3.5

△ 0.3

△ 1.4

△ 1.4

△ 3.5

△ 1.7
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１　収益的収入及び支出

収  入

年　度

科　目 決算額 構成比(%) 決算額 構成比(%) 増減 伸率(%)

１　営業収益 888,413 63.8 832,259 61.8 56,154 6.7

　①下水道使用料 735,318 52.8 745,676 55.4 △ 10,358 △ 1.4

　②他会計負担金 153,005 11.0 86,422 6.4 66,583 77.0

　③その他営業収益 90 0.0 161 0.0 △ 71 △ 44.1

２　営業外収益 500,686 35.9 512,240 38.0 △ 11,554 △ 2.3

　①受取利息及び配当金 3 0.0 3 0.0 0 0.0

　②他会計補助金 205,686 14.8 217,003 16.1 △ 11,317 △ 5.2

　③長期前受金戻入 294,906 21.1 295,001 21.9 △ 95 0.0

　④雑収益 91 0.0 233 0.0 △ 142 △ 60.9

３　特別利益 4,660 0.3 2,250 0.2 2,410 107.1

　計 1,393,759 100.0 1,346,749 100.0 47,010 3.5

支  出

年　度

科　目 決算額 構成比(%) 決算額 構成比(%) 増減 伸率(%)

１　営業費用 1,217,693 92.5 1,103,782 91.5 113,911 10.3

　①職員給与費 82,233 6.2 72,920 6.0 9,313 12.8

　　　給　料 36,939 2.8 36,359 3.0 580 1.6

　　　手当等 33,458 2.5 25,174 2.1 8,284 32.9

　　　法定福利費 11,836 0.9 11,387 0.9 449 3.9

　②経費 509,741 38.8 404,134 33.5 105,607 26.1

　　　光熱水費 15,590 1.2 15,990 1.3 △ 400 △ 2.5

　　　修繕費 116,612 8.9 71,577 6.0 45,035 62.9

　　　委託料 364,949 27.7 300,301 24.9 64,648 21.5

　　　その他 12,590 1.0 16,266 1.3 △ 3,676 △ 22.6

　③減価償却費 625,261 47.5 614,646 51.0 10,615 1.7

　④資産減耗費 458 0.0 12,082 1.0 △ 11,624 △ 96.2

２　営業外費用 100,016 7.5 102,446 8.5 △ 2,430 △ 2.4

　①支払利息 88,930 6.7 97,270 8.1 △ 8,340 △ 8.6

　②雑支出 11,086 0.8 5,176 0.4 5,910 114.2

３　特別損失 13 0.0 0 0.0 13 皆増

計 1,317,722 100.0 1,206,228 100.0 111,494 9.2

収入総額　　 1,393,759

支出総額　　 1,317,722 189,090

収支差引　　 76,037 △ 113,053

前年度繰越利益剰余金 0 △ 50,000

その他未処分利益剰余金変動額 113,053 △ 26,037 △ 189,090

当年度未処分利益剰余金 189,090 0

当年度未処分利益剰余金

利益剰余金処分額（案）

令和３年度

翌年度繰越利益剰余金

（単位：千円）

 　減債積立金の積立て

 　建設改良積立金の積立て

対前年度比

　資本金への組入れ

令和３年度

令和２年度

令和３年度荒尾市下水道事業会計決算資料

令和２年度 対前年度比

（単位：千円）

（単位：千円）

議第54号資料
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２　資本的収入及び支出

収　入

年　　度

科　目 決算額 構成比(%) 決算額 構成比(%) 伸率(%)

１　企業債 347,000 56.4 336,200 64.7 3.2

２　補助金 257,444 41.8 174,982 33.6 47.1

３　工事負担金 0 0.0 0 0.0 ―

４　固定資産売却代金 0 0.0 0 0.0 ―

５　受益者負担金 10,857 1.8 8,793 1.7 23.5

計 615,301 100.0 519,975 100.0 18.3

支　出

年　　度

科　目 決算額 構成比(%) 決算額 構成比(%) 伸率(%)

１　建設改良費 554,420 51.0 444,369 44.7 24.8

２　借入償還金 531,972 49.0 549,788 55.3 △ 3.2

３　国庫補助金返還金 0 0.0 0 0.0 ―

計 1,086,392 100.0 994,157 100.0 9.3

３　事業概要

　（１）主な建設改良工事

工事費(千円） 着工年月日 備考

38,950 令和2年9月29日

12,224 令和2年11月18日

63,000 令和3年5月25日 繰越し

29,839 令和3年6月4日

46,352 令和3年7月9日

36,858 令和3年7月9日

10,230 令和3年7月14日

34,817 令和3年8月26日

35,079 令和3年8月26日

16,489 令和3年12月3日

18,700 令和4年2月14日 繰越し

　（２）業務量等

増減

　　処理区域内人口 人 35,931 36,632 △ 701

　　水洗化人口 人 32,424 33,011 △ 587

　　普及率 ％ 71.0 71.4 △ 0.4

　　水洗化率 ％ 90.2 90.1 0.1

　　年間総処理水量 ｍ
３ 4,570,168 4,639,601 △ 69,433

　　年間有収水量 ｍ
３ 3,896,830 3,960,852 △ 64,022

　　使用料単価 円／ｍ
３ 188.70 188.26 0.44 0.2

△ 1.6

対前年度比

伸率(%)

増減

10,800

令和4年3月25日

△ 1.5

令和3年12月17日

令和4年3月14日

令和4年3月11日

△ 1.9

△ 1.8

（単位：千円）

令和２年度 対前年度比

（単位：千円）

令和３年度

   資本的収入額が資本的支出額に不足する額471,091千円は､当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額27,225千円、

92,235

82,462

令和２年度 対前年度比

年　　度
令和２年度令和３年度

　事項　・　単位

令和３年度

収入総額615,301千円　　　　　　支出総額1,086,392千円　　　　　　収支差△471,091千円

当年度分損益勘定留保資金330,813千円、減債積立金100,000千円及び建設改良積立金13,053千円で補塡した。

工  事  名

有明968-3汚水幹線管渠布設工事

南新地汚水枝線管渠布設（16街区その2）工事

令和3年4月20日

令和3年4月30日

山浦8021汚水枝線マンホールポンプ設備工事

荒尾市八幡台浄化センター汚水ポンプ設備更新工事

南新地汚水枝線管渠布設（荒尾北インター線）工事

有明9544-3汚水枝線管渠布設工事

山浦8033汚水枝線管渠布設工事

令和3年10月20日

2,064

竣工年月日

95,326

増減

0

110,051

△ 17,816

0

0

令和4年2月28日

令和4年3月11日

荒尾市公共下水道大島浄化センターの建設工事委託
（大島浄化センター主ポンプ・返送汚泥ポンプ他更新）

南新地汚水枝線管渠布設（国道推進）工事

山浦8028汚水枝線管渠布設工事

有明9527汚水枝線管渠布設工事
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１　収益的収入及び支出

　　　科　目 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 増 減 額 伸 率

 1 医 業 収 益 6,132,456 81.9 6,009,039 78.7 123,417 2.1

(1) 入院収益 3,950,349 52.8 4,062,066 53.2 △ 111,717 △ 2.8

(2) 外来収益 1,693,841 22.6 1,570,626 20.6 123,215 7.8

(3) その他医業収益 488,266 6.5 376,347 4.9 111,919 29.7

うち他会計負担金 227,883 3.0 239,023 3.1 △ 11,140 △ 4.7

 2 医 業 外 収 益 1,350,663 18.0 1,507,322 19.7 △ 156,659 △ 10.4

(1) 受取利息及び配当金 92 0.0 1,374 0.0 △ 1,282 △ 93.3

(2) 他会計補助金 141,644 1.9 134,075 1.7 7,569 5.6

(3) 国県補助金 945,351 12.6 1,196,078 15.7 △ 250,727 △ 21.0

(4) 他会計負担金 179,739 2.4 99,562 1.3 80,177 80.5

(5) その他医業外収益 83,837 1.1 76,233 1.0 7,604 10.0

 3 特 別 利 益 1,020 0.1 123,361 1.6 △ 122,341 △ 99.2

7,484,139 100.0 7,639,722 100.0 △ 155,583 △ 2.0

 1 医 業 費 用 6,587,704 95.5 6,454,551 93.9 133,153 2.1

(1) 給与費 4,005,786 58.1 3,991,441 58.1 14,345 0.4

給料 1,445,656 21.0 1,401,468 20.4 44,188 3.2

手当 1,144,844 16.6 1,168,548 17.0 △ 23,704 △ 2.0

会計年度任用職員・報酬 436,541 6.3 437,761 6.4 △ 1,220 △ 0.3

その他 978,745 14.2 983,664 14.3 △ 4,919 △ 0.5

(2) 材料費 1,369,243 19.8 1,296,028 18.8 73,215 5.6

薬品費 774,597 11.2 776,341 11.3 △ 1,744 △ 0.2

診療材料費 559,465 8.1 503,189 7.3 56,276 11.2

医療消耗備品費 35,181 0.5 16,498 0.2 18,683 113.2

(3) 経費 928,793 13.5 916,944 13.4 11,849 1.3

光熱水費 78,791 1.1 74,364 1.1 4,427 6.0

燃料費 41,273 0.6 28,175 0.4 13,098 46.5

修繕費 25,840 0.4 43,491 0.6 △ 17,651 △ 40.6

賃借料 87,703 1.3 86,544 1.3 1,159 1.3

委託料 610,906 8.9 608,889 8.9 2,017 0.3

その他 84,280 1.2 75,481 1.1 8,799 11.7

(4) 減価償却費 272,967 4.0 232,760 3.4 40,207 17.3

(5) 資産減耗費 2,295 0.0 7,533 0.1 △ 5,238 △ 69.5

(6) 研究研修費 8,620 0.1 9,845 0.1 △ 1,225 △ 12.4

 2 医 業 外 費 用 303,335 4.4 293,186 4.3 10,149 3.5

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費 3,661 0.1 3,651 0.1 10 0.3

(2) 消費税(雑損失) 255,724 3.7 247,935 3.6 7,789 3.1

(3) 職員確保経費 13,950 0.2 11,600 0.2 2,350 20.3

(4) 貸倒引当金医業外繰入額 30,000 0.4 30,000 0.4 0 -

 3 特 別 損 失 4,162 0.1 126,891 1.8 △ 122,729 △ 96.7

6,895,201 100.0 6,874,628 100.0 20,573 0.3

588,938 765,094 △ 176,156

588,938 765,094 △ 176,156

- 63,065 -

- 1.0 -

- - -

- - -

累 積 欠 損 金 比 率 ( ％ )

令和３年度荒尾市病院事業会計決算資料
（単位：千円、％）

　               　　　　　年  度 令和３年度 令和２年度 対前年度比較

総　　　　　　収　　　　　　入

総　　　　　　支　　　　　　出

差       　　　　　　   引

当 年 度 純 利 益

累 積 欠 損 金

不 良 債 務 額

不 良 債 務 比 率 ( ％ )

議第55号資料
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２　資本的収入及び支出

　　　科　目 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 増 減 額 伸 率

1,647,306 100.0 524,224 100.0 1,123,082 214.2

 1 企業債 1,559,900 94.7 267,100 51.0 1,292,800 484.0

 2 固定資産売却代金 0 0.0 0 0.0 0 -

 3 補助金 85,706 5.2 247,924 47.3 △ 162,218 △ 65.4

 4 他会計負担金 0 0.0 0 0.0 0 -

 5 他会計出資金 0 0.0 0 0.0 0 -

 6 奨学資金貸付金返還金 1,700 0.1 9,200 1.7 △ 7,500 △ 81.5

1,931,280 100.0 844,529 100.0 1,086,751 128.7

 1 建設改良費 1,657,824 85.8 528,128 62.6 1,129,696 213.9

 2 企業債償還金 243,456 12.6 281,201 33.3 △ 37,745 △ 13.4

 3 医学生奨学資金貸付金 21,600 1.1 24,000 2.8 △ 2,400 △ 10.0

 4 看護学生奨学資金貸付金 8,400 0.5 11,200 1.3 △ 2,800 △ 25.0

 5 電話加入権 0 0.0 0 0.0 0 -

 6 投資 0 0.0 0 0.0 0 -

　　 差　　　　引 △ 283,974 △ 320,305 36,331

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額283,974千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額37,374
千円及び当年度分損益勘定留保資金231,779千円で補塡し、なお不足する額14,821千円は一時借入金で措置した。

（単位：千円、％）

　               　　　 　年  度 令和３年度 令和２年度 対前年度比較

資 本 的 収 入

資 本 的 支 出
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３　診療科別患者数調

　    診　療　科 患 者 数 構成比 患 者 数 構成比 増 減 数 伸 率

347 0.4 498 0.6 △ 151 △ 30.3

0 0.0 0 0.0 0 -

3,941 4.5 3,291 4.2 650 19.8

3,582 5.0 3,249 4.3 333 10.2

2,351 2.7 2,000 2.6 351 17.6

3,725 5.2 2,231 2.9 1,494 67.0

4,604 5.3 4,605 5.9 △ 1 0.0

10,309 14.4 12,575 16.6 △ 2,266 △ 18.0

1,813 2.1 1,910 2.5 △ 97 △ 5.1

0 0.0 0 0.0 0 -

3,796 4.4 1,966 2.5 1,830 93.1

2,959 4.2 1,478 2.0 1,481 100.2

8,422 9.6 8,575 11.0 △ 153 △ 1.8

4,340 6.1 6,574 8.7 △ 2,234 △ 34.0

5,928 6.8 6,032 7.8 △ 104 △ 1.7

858 1.2 1,022 1.3 △ 164 △ 16.0

9,712 11.1 10,374 13.4 △ 662 △ 6.4

10,980 15.4 14,331 18.9 △ 3,351 △ 23.4

4,632 5.3 5,602 7.2 △ 970 △ 17.3

10,592 14.9 13,651 18.0 △ 3,059 △ 22.4

103 0.1 182 0.2 △ 79 △ 43.4

0 0.0 0 0.0 0 -

2,474 2.8 2,488 3.2 △ 14 △ 0.6

993 1.4 858 1.1 135 15.7

1,061 1.2 663 0.9 398 60.0

559 0.8 322 0.4 237 73.6

2,003 2.3 2,266 2.9 △ 263 △ 11.6

13,311 18.7 12,748 16.8 563 4.4

0 0.0 0 0.0 0 -

0 0.0 0 0.0 0 -

2,656 3.0 2,770 3.6 △ 114 △ 4.1

0 0.0 0 0.0 0 -

4,306 4.9 2,458 3.2 1,848 75.2

0 0.0 0 0.0 0 -

832 1.0 673 0.9 159 23.6

0 0.0 0 0.0 0 -

1,076 1.2 3,375 4.3 △ 2,299 △ 68.1

0 0.0 0 0.0 0 -

500 0.6 701 0.9 △ 201 △ 28.7

0 0.0 0 0.0 0 -

58 0.1 46 0.1 12 26.1

85 0.1 34 0.1 51 150.0

16,146 18.5 5,864 7.5 10,282 175.3

8,295 11.6 5,241 6.9 3,054 58.3

3,447 3.9 4,017 5.2 △ 570 △ 14.2

707 1.0 1,529 2.0 △ 822 △ 53.8

420 0.5 347 0.4 73 21.0

0 0.0 0 0.0 0 -

　腎センター（透析） 6,698 7.7 6,989 9.0 △ 291 △ 4.2

　外　来　患　者　合　計 87,326 100.0 77,692 100.0 9,634 12.4

　入　院　患　者　合　計 71,295 100.0 75,843 100.0 △ 4,548 △ 6.0

158,621 153,535 5,086 3.3

　耳 鼻 咽 喉 科
外来

入院

外来

　患　者　数　合　計

　麻　　酔　　科
外来

入院

  緩 和 ケ ア 内 科
外来

入院

  救    急    科
外来

入院

　皮　　膚　　科
外来

入院

　放 射 線 治 療 科
外来

入院

　画像診断・治療科
外来

入院

　消化器病センター
外来

入院

　脳 神 経 外 科
外来

入院

　眼　　　　　科
外来

入院

　泌　尿　器　科
外来

入院

　形　成　外　科
外来

入院

　産　婦　人　科
外来

入院

　小　　児　　科
外来

入院

　糖尿病内分泌内科
外来

入院

　外　　　　　科
外来

入院

　整　形　外　科
外来

入院

　呼 吸 器 内 科
外来

入院

　消 化 器 内 科
外来

入院

　循 環 器 内 科
外来

入院

　血　液　内　科
外来

入院

　腎　臓　内　科
外来

入院

　脳 神 経 内 科
外来

入院

（単位：人、％）

　               　　　 　年  度 令和３年度 令和２年度 対前年度比較

　内　　　　　科
外来

入院
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工 事 請 負 契 約 要 項 

 
１ 工 事 番 号  第３－３－１２－１６号 

２ 工 事 名  旧荒尾競馬場スタンド解体工事 

３ 工 事 場 所  荒尾市宮内出目地内 

４ 工 期  議会の議決を経た日から令和５年３月３１日まで 

５ 施 工 理 由  旧荒尾競馬場のスタンド施設を解体し、荒尾都市計画事業南新

地土地区画整理事業における基盤整備を推進するため。 

６ 工 事 概 要  旧荒尾競馬場のスタンド施設（構造：鉄筋コンクリート造等地

上３階・地下１階建、延べ床面積：１０，５６４．７０㎡）等

の解体工事の施工 

７ 契 約 方 法  条件付一般競争入札 

８ 開札執行 日  令和４年７月１３日 

９ 入札参加 者 

特定建設工事共同企業体の名称 代表構成員の商号、所在地及び代表者 

前田・橋本建設工事共同企業体 

株式会社前田産業 

熊本市南区野田３丁目１３番１号 

代表取締役 木村 洋一郎 

10 契約の相手方  熊本市南区野田３丁目１３番１号 

前田・橋本建設工事共同企業体 

代表者 株式会社前田産業 

代表取締役 木村 洋一郎 

11 仮契約締結日  令和４年７月２０日 

12 予 定 価 格  ３９２，９７６，１００円 

13 契 約 金 額  ３８５，０００，０００円 

議第56号資料
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荒尾市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について（概要） 

 

１ 改正の趣旨 

  地方公務員の育児休業等に関する法律の改正により、令和４年１０月１日

から育児休業の取得回数制限の緩和等が行われることに伴い、所要の改正を行

うものである。 

 

２ 改正内容 

 ⑴ 非常勤職員（主に会計年度任用職員。以下同じ。）の育児休業について、

子の出生後８週間以内に育児休業をしようとする場合の任期に係る要件を

緩和する。 

  （現行：子の１歳６月 → 改正後：出生後８週間＋６月） 

 ⑵ 非常勤職員の子が、１歳以上１歳６か月未満及び１歳６か月以上２歳未

満の期間の途中に夫婦交代での育児休業の取得を可能とする。 

 ⑶ 特別の事情により再度の育児休業を取得する場合に提出する育児休業等

計画書について、育児休業が原則２回まで取得可能となることから、その提

出を不要とする。 

 ⑷ 任期の更新等により引き続き育児休業を取得できるとする場合について、

非常勤職員だけでなく任期付職員なども適用の対象とする。 

 

３ 施行期日 

  令和４年１０月１日 

議第57号資料
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育
児
休
業
法
第

２
条
第
１
項
の
条
例
で
定

め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ

る

職
員
と
す
る
。
 

(
１
)
～
(
３
)
 
略
 

(
１
)
～
(
３
)
 
略
 

(
４
)
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
非
常
勤
職
員
以
外
の
非
常
勤
職
員
 

(
４
)
 
非
常
勤
職
員
で
あ

っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の
以
外
の
非

常
勤
職
員
 

ア
 
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
非
常
勤
職
員
 

ア
 
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
非
常
勤
職
員
 

(
ア
)
 
そ
の
養
育
す
る
子

（
育
児
休
業
法
第
２
条
第

１
項
に
規
定
す
る
子

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

が
１
歳
６
か
月
に
達
す
る

日
（
以
下
「
１
歳

６
か
月
到
達
日
」
と
い
う

。
）
（
第
２
条
の
４
の
規

定
に
該
当
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
２
歳
に

達
す
る
日
）
ま
で
に
、
そ

の
任
期
（
任
期
が

更
新
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
更
新
後
の
も
の
）

が
満
了
す
る
こ
と

及
び
引
き
続
い
て
任
命
権

者
を
同
じ
く
す
る
職
（
以

下
「
特
定
職
」
と

い
う
。
）
に
採
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
非
常
勤
職
員
 

(
ア
)
 
そ
の
養
育
す
る
子

（
育
児
休
業
法
第
２
条
第

１
項
に
規
定
す
る
子

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

が
１
歳
６
か
月
に
達
す
る

日
（
以
下
「
１
歳

６
か
月
到
達
日
」
と
い
う

。
）
（
当
該
子
の
出
生
の

日
か
ら
第
３
条
の

２
に
規
定
す
る
期
間
内
に

育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す

る
場
合
に
あ
っ
て

は
当
該
期
間
の
末
日
か
ら

６
月
を
経
過
す
る
日
、
第

２
条
の
４
の
規
定

に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
子
が
２
歳
に
達
す
る
日
）
ま
で
に
、

そ
の
任
期
（
任
期
が
更
新
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
更
新
後
の
も
の
）

が
満
了
す
る
こ
と
及
び
引

き
続
い
て
任
命
権
者
を
同

じ
く
す
る
職
（
以

下
「
特
定
職
」
と
い
う
。

）
に
採
用
さ
れ
な
い
こ
と

が
明
ら
か
で
な
い

非
常
勤
職
員
 

(
イ
)
 
略
 

(
イ
)
 
略
 

イ
 
第
２
条
の
３
第
３
号

に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す

る
非
常
勤
職
員
（
そ
の

養
育
す
る
子
が
１
歳
に
達
す
る
日
（
以
下
こ
の
号
及
び
同
条
に
お
い
て
「
１

歳
到
達
日
」
と
い
う
。
）

（
当
該
子
に
つ
い
て
当
該

非
常
勤
職
員
が
す
る

育
児
休
業
の
期
間
の
末
日

と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の

１
歳
到
達
日
後
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
末
日
と
さ
れ
た
日
）
に

お
い
て
育
児
休
業
を

し
て
い
る
非
常
勤
職
員
に
限
る
。
）
 

イ
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
非
常
勤
職
員
 

 
(
ア
)
 
そ
の
養
育
す
る
子
が
１
歳
に
達
す
る
日
（
以
下
「
１
歳
到
達
日
」

と
い
う
。
）
（
当
該
子
に
つ
い
て
当
該
非
常
勤
職
員
が
第
２
条
の
３
第
２
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現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ

た
日
が
当
該
子
の
１
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末

日
と
さ
れ
た
日
。
以
下
（
ア
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
育
児
休
業

を
し
て
い
る
非
常
勤
職
員
で
あ
っ
て
、
同
条
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
に

該
当
し
て
当
該
子
の
１
歳
到
達
日
の
翌
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日

と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
 

 
(
イ

)
 

そ
の

任
期

の
末

日
を

育
児

休
業

の
期

間
の

末
日

と
す

る
育

児
休

業
を
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
任
期
を
更
新
さ
れ
、
又
は
当
該

任
期
の
満
了
後
引
き
続
い
て
特
定
職
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
当

該
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
、
当
該
更
新
前
の

任
期
の
末
日
の
翌

日
又

は
当

該
採

用
の

日
を

育
児

休
業

の
期

間
の

初
日

と
す

る
育

児
休

業
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
 

ウ
 
そ
の
任
期
の
末
日
を

育
児
休
業
の
期
間
の
末
日

と
す
る
育
児
休
業
を
し

て
い
る
非
常
勤
職
員
で
あ

っ
て
、
当
該
育
児
休
業
に

係
る
子
に
つ
い
て
、

当
該
任
期
が
更
新
さ
れ
、

又
は
当
該
任
期
の
満
了
後

に
特
定
職
に
引
き
続

き
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
当
該
任
期
の
末
日
の

翌
日
又
は
当
該
引
き

続
き
採
用
さ
れ
る
日
を
育

児
休
業
の
期
間
の
初
日
と

す
る
育
児
休
業
を
し

よ
う
と
す
る
も
の
 

削
る
。
 

（
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
の
条
例
で
定
め
る
日
）
 

（
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
の
条
例
で
定
め
る
日
）
 

第
２
条
の
３
 
育
児
休
業

法
第
２
条
第
１
項
の
条
例

で
定
め
る
日
は
、
次
の
各

号

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。
 

第
２
条
の
３
 
育
児
休
業

法
第
２
条
第
１
項
の
条
例

で
定
め
る
日
は
、
次
の
各

号

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。
 

(
１
)
・
(
２
)
 
略
 

(
１
)
・
(
２
)
 
略
 

(
３
)
 
１
歳
か
ら
１
歳
６

か
月
に
達
す
る
ま
で
の
子

を
養
育
す
る
た
め
、
非
常

勤
職
員
が
当
該
子
の
１
歳

到
達
日
（
当
該
子
を
養
育

す
る
非
常
勤
職
員
が
前

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当

し
て
す
る
育
児
休
業
又
は

当
該
非
常
勤
職
員
の
配

偶
者
が
同
号
に
掲
げ
る
場

合
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当

す
る
場
合
に
該
当
し
て

す
る
地
方
等
育
児
休
業
の

期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日

が
当
該
子
の
１
歳
到
達

日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ

た
日
（
当
該
育
児
休
業

(
３
)
 
１
歳
か
ら
１
歳
６

か
月
に
達
す
る
ま
で
の
子

を
養
育
す
る
非
常
勤
職
員

が
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場

合
（
当
該
子
に
つ
い
て

こ
の
号
に
掲
げ
る
場
合
に

該
当
し
て
育
児
休
業
を
し

て
い
る
場
合
で
あ
っ
て

第
３
条
第
７
号
に
掲
げ
る

事
情
に
該
当
す
る
と
き
は

イ
及
び
ウ
に
掲
げ
る
場

合
に
該
当
す
る
場
合
、
規

則
で
定
め
る
特
別
の
事
情

が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
ウ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
）
 
当
該
子
の
１
歳
６
か
月
到
達
日
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現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た

日
と
当
該
地
方
等
育
児
休

業
の
期
間
の
末
日
と
さ

れ
た
日
が
異
な
る
と
き
は

、
そ
の
い
ず
れ
か
の
日
）

）
の
翌
日
（
当
該
子
の

１
歳
到
達
日
後
の
期
間
に

お
い
て
こ
の
号
に
掲
げ
る

場
合
に
該
当
し
て
そ
の

任
期
の
末
日
を
育
児
休
業

の
期
間
の
末
日
と
す
る
育

児
休
業
を
し
て
い
る
非

常
勤
職
員
で
あ
っ
て
、
当

該
任
期
が
更
新
さ
れ
、
又

は
当
該
任
期
の
満
了
後

に
特
定
職
に
引
き
続
き
採

用
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て

は
、
当
該
任
期
の
末
日

の
翌
日
又
は
当
該
引
き
続

き
採
用
さ
れ
る
日
）
を
育

児
休
業
の
期
間
の
初
日

と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ

う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て

、
次
に
掲
げ
る
場
合
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
 
当
該
子
の
１
歳
６
か
月
到
達
日
 

 
 
 
ア
 
当
該
非
常
勤
職

員
が
当
該
子
の
１
歳
到
達

日
（
当
該
非
常
勤
職
員
が

前

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当

し
て
す
る
育
児
休
業
又
は

当
該
非
常
勤
職
員
の

配
偶
者
が
同
号
に
掲
げ
る

場
合
若
し
く
は
こ
れ
に
相

当
す
る
場
合
に
該
当

し
て
す
る
地
方
等
育
児
休

業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ

た
日
が
当
該
子
の
１

歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日

と
さ
れ
た
日
（
当
該

育
児
休
業
の
期
間
の
末
日

と
さ
れ
た
日
と
当
該
地
方

等
育
児
休
業
の
期
間

の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
異
な
る
と
き
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
日
）
）
の
翌
日

（
当
該
配
偶
者
が
こ
の
号

に
掲
げ
る
場
合
又
は
こ
れ

に
相
当
す
る
場
合
に

該
当
し
て
地
方
等
育
児
休

業
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
地
方
等
育

児
休
業
の
期
間
の
末
日
と

さ
れ
た
日
の
翌
日
以
前
の

日
）
を
育
児
休
業
の

期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
 

ア
 
当
該
子
に
つ
い
て
、

当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該

子
の
１
歳
到
達
日
（
当

該
非
常
勤
職
員
が
す
る
育

児
休
業
の
期
間
の
末
日
と

さ
れ
た
日
が
当
該
子

の
１
歳
到
達
日
後
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

末
日
と
さ
れ
た
日
）

に
お
い
て
育
児
休
業
を
し

て
い
る
場
合
又
は
当
該
非

常
勤
職
員
の
配
偶
者

が
当
該
子
の
１
歳
到
達
日

（
当
該
配
偶
者
が
す
る
地

方
等
育
児
休
業
の
期

間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が

当
該
子
の
１
歳
到
達
日
後

で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ

た
日
）
に
お
い
て
地
方
等

育
児
休
業
を
し
て
い

る
場
合
 

イ
 
当
該
子
に
つ
い
て
、

当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該

子
の
１
歳
到
達
日
（
当

該
非
常
勤
職
員
が
前
号
に

掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て

す
る
育
児
休
業
の
期

間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が

当
該
子
の
１
歳
到
達
日
後

で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ

た
日
）
に
お
い
て
育
児
休

業
を
し
て
い
る
場
合

又
は
当
該
非
常
勤
職
員
の

配
偶
者
が
当
該
子
の
１
歳

到
達
日
（
当
該
配
偶

者
が
同
号
に
掲
げ
る
場
合

又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場

合
に
該
当
し
て
す
る

地
方
等
育
児
休
業
の
期
間

の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当

該
子
の
１
歳
到
達
日

後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た

日
）
に
お
い
て
地
方
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現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

等
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合
 

イ
 
略
 

ウ
 
略
 

 
エ
 
当
該
子
に
つ
い
て
、

当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該

子
の
１
歳
到
達
日
（
当

該
非
常
勤
職
員
が
前
号
に

掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て

す
る
育
児
休
業
の
期

間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が

当
該
子
の
１
歳
到
達
日
後

で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ

た
日
）
後
の
期
間
に
お
い

て
こ
の
号
に
掲
げ
る

場
合
に
該
当
し
て
育
児
休
業
を
し
た
こ
と
が
な
い
場
合
 

（
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
の
条
例
で
定
め
る
場
合
）
 

（
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
の
条
例
で
定
め
る
場
合
）
 

第
２
条
の
４
 
育
児
休
業

法
第
２
条
第
１
項
の
条
例

で
定
め
る
場
合
は
、
１
歳

６

か
月
か
ら
２
歳
に
達
す
る

ま
で
の
子
を
養
育
す
る
た

め
、
非
常
勤
職
員
が
当
該

子
の
１
歳
６
か
月
到
達
日

の
翌
日
（
当
該
子
の
１
歳

６
か
月
到
達
日
後
の
期
間

に
お
い
て
こ
の
条
の
規
定

に
該
当
し
て
そ
の
任
期
の

末
日
を
育
児
休
業
の
期
間

の
末
日
と
す
る
育
児
休
業

を
し
て
い
る
非
常
勤
職
員

で
あ
っ
て
、
当
該
任
期
が

更
新
さ
れ
、
又
は
当
該
任

期
の
満
了
後
に
特
定
職
に

引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
任

期
の
末
日
の
翌
日
又
は
当

該
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る

日
）
を
育
児
休
業
の
期
間

の
初
日
と
す
る
育
児
休
業

を
し
よ
う
と
す
る
場
合
で

あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
と
す
る
。
 

第
２
条
の
４
 
育
児
休
業

法
第
２
条
第
１
項
の
条
例

で
定
め
る
場
合
は
、
１
歳

６

か
月
か
ら
２
歳
に
達
す
る

ま
で
の
子
を
養
育
す
る
非

常
勤
職
員
が
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ

に
も
該
当
す
る
場
合
（
当

該
子
に
つ
い
て
こ
の
条
の

規
定
に
該
当
し
て
育
児
休

業
を
し
て
い
る
場
合
で
あ

っ
て
次
条
第
７
号
に
掲
げ

る
事
情
に
該
当
す
る
と
き

は
第
２
号
及
び
第
３
号
に

掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る

場
合
、
規
則
で
定
め
る
特

別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
同
号
に
掲
げ
る

場
合
に
該
当
す
る
場
合
）
と
す
る
。
 

 
(
１
)
 
当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の
１
歳
６
か
月
到
達
日
の
翌
日
（
当
該
非

常
勤

職
員

の
配

偶
者

が
こ
の

条
の
規

定
に

該
当

し
、
又

は
こ
れ

に
相

当
す

る

場
合

に
該

当
し

て
地

方
等
育

児
休
業

を
す

る
場

合
に
あ

っ
て
は

、
当

該
地

方

等
育

児
休

業
の

期
間

の
末
日

と
さ
れ

た
日

の
翌

日
以
前

の
日
）

を
育

児
休

業

の
期
間
の
初
日

と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
 

(
１
)
 
略
 

(
２
)
 
略
 

(
２
)
 
略
 

(
３
)
 
略
 

 
(
４
)
 
当
該
子
に
つ
い
て

、
当
該
非
常
勤
職
員
が
当

該
子
の
１
歳
６
か
月
到
達

日
後
の
期
間
に
お
い
て
こ

の
条
の
規
定
に
該
当
し
て

育
児
休
業
を
し
た
こ
と

が
な
い
場
合
 

（
育
児
休
業
法
第
２
条
第

１
項
た
だ
し
書
の
人
事
院

規
則
で
定
め
る
期
間
を
基
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現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

準
と
し
て
条
例
で
定
め
る
期
間
）
 

第
２
条
の
５
 
育
児
休
業

法
第
２
条
第
１
項
た
だ
し

書
の
人
事
院
規
則
で
定
め

る

期
間
を
基
準
と
し
て
条
例
で
定
め
る
期
間
は
、
5
7
日
間
と
す
る
。
 

 
削
る
。
 

（
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
）
 

（
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
）
 

第
３
条
 
育
児
休
業
法
第

２
条
第
１
項
の
条
例
で
定

め
る
特
別
の
事
情
は
、
次

に

掲
げ
る
事
情
と
す
る
。
 

第
３
条
 
育
児
休
業
法
第

２
条
第
１
項
の
条
例
で
定

め
る
特
別
の
事
情
は
、
次

に

掲
げ
る
事
情
と
す
る
。
 

(
１
)
～
(
４
)
 
略
 

(
１
)
～
(
４
)
 
略
 

(
５
)
 
育
児
休
業
（
こ
の

号
の
規
定
に
該
当
し
た
こ

と
に
よ
り
当
該
育
児
休
業

に
係
る
子
に
つ
い
て
既
に

し
た
も
の
を
除
く
。
）
の

終
了
後
、
３
月
以
上
の

期
間
を
経
過
し
た
こ
と
（

当
該
育
児
休
業
を
し
た
職

員
が
、
当
該
育
児
休
業

の
承
認
の
請
求
の
際
育
児

休
業
に
よ
り
当
該
子
を
養

育
す
る
た
め
の
計
画
に

つ
い

て
育

児
休

業
等

計
画

書
に

よ
り

任
命

権
者

に
申

し
出

た
場

合
に

限

る
。
）
。
 

削
る
。
 

(
６
)
 
略
 

(
５
)
 
略
 

(
７
)
 
第
２
条
の
３
第
３

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当

す
る
こ
と
又
は
第
２
条
の

４
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
。
 

(
６
)
 
第
２
条
の
３
第
３

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当

す
る
こ
と
又
は
前
条
の
規

定
に
該
当
す
る
こ
と
。
 

(
８
)
 
そ
の
任
期
の
末
日

を
育
児
休
業
の
期
間
の
末

日
と
す
る
育
児
休
業
を
し

て
い
る
非
常
勤
職
員
が
、

当
該
育
児
休
業
に
係
る
子

に
つ
い
て
、
当
該
任
期

が
更
新
さ
れ
、
又
は
当
該

任
期
の
満
了
後
に
特
定
職

に
引
き
続
き
採
用
さ
れ

る
こ
と
に
伴
い
、
当
該
任

期
の
末
日
の
翌
日
又
は
当

該
引
き
続
き
採
用
さ
れ

る
日

を
育

児
休

業
の

期
間

の
初

日
と

す
る

育
児

休
業

を
し

よ
う

と
す

る
こ

と
。
 

(
７
)
 
任
期
を
定
め
て
採

用
さ
れ
た
職
員
で
あ
っ
て

、
当
該
任
期
の
末
日
を
育

児
休
業
の
期
間
の
末
日
と

す
る
育
児
休
業
を
し
て
い

る
も
の
が
、
当
該
任
期

を
更
新
さ
れ
、
又
は
当
該

任
期
の
満
了
後
引
き
続
い

て
特
定
職
に
採
用
さ
れ

る
こ
と
に
伴
い
、
当
該
育

児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い

て
、
当
該
更
新
前
の
任

期
の
末
日
の
翌
日
又
は
当

該
採
用
の
日
を
育
児
休
業

の
期
間
の
初
日
と
す
る

育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。
 

 
（
育
児
休
業
法
第
２
条
第

１
項
第
１
号
の
人
事
院
規

則
で
定
め
る
期
間
を
基
準

と
し
て
条
例
で
定
め
る
期
間
）
 

 
第
３
条
の
２
 
育
児
休
業

法
第
２
条
第
１
項
第
１
号

の
人
事
院
規
則
で
定
め
る

期

間
を
基
準
と
し
て
条
例
で
定
め
る
期
間
は
、
5
7
日
間
と
す
る
。
 

 
附
 
則
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（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ
の
条
例
は
、

令
和
４
年
1
0
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

（
経
過
措
置
）
 

２
 

こ
の
条

例
の
施

行
の
日

前
に

育
児

休
業
等

計
画
書

を
提

出
し

た
職
員

に
対
す

 
 
 
 

る
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
第
３
条
（
第
５
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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荒
尾
市
民
病
院
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
表
 

 

現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

（
特
別
の
使
用
料
及
び
手
数
料
）
 

（
特
別
の
使
用
料
及
び
手
数
料
）
 

第
４
条
 
前
２
条
に
定
め

る
も
の
の
ほ
か
、
使
用
料

及
び
手
数
料
（
消
費
税
及

び

地
方
消
費
税
を
含
む
。
）
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

第
４
条
 
前
２
条
に
定
め

る
も
の
の
ほ
か
、
使
用
料

及
び
手
数
料
（
消
費
税
及

び

地
方
消
費
税
を
含
む
。
）
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

(
１
)
・
（
２
）
 
略
 

(
１
)
・
（
２
）
 
略
 

(
３
)
 
保
険
外
併
用
療
養
費
 

(
３
)
 
保
険
外
併
用
療
養
費
 

 
ア
 
初
診
に
係
る
選
定
療
養
費
 

5
,
5
0
0
円
 

 
ア
 
初
診

に
係
る
選
定
療
養
費
 

7
,
7
0
0
円
 

 
イ
 
再
診
に
係
る
選
定
療
養
費
 

2
,
7
5
0
円
 

 
イ
 
再
診

に
係
る
選
定
療
養
費
 

3
,
3
0
0
円
 

 
ウ
・
エ
 
略
 

 
 

 
ウ
・
エ
 

略
 

 
 

(
４
)
～
(
８
)
 
略
 

(
４
)
～
(
８
)
 
略
 

２
 
略
 

２
 
略
 

 

附
 
則
 

こ
の
条
例
は
、
令

和
４
年
1
0
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

議第58号資料
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１ 歳入歳出予算補正                                                             

(単位:千円)

国県支出金 地方債 その他

広報戦略事業費 1,085 1,085
□三面広告塔の改修
・観光案内板改修委託料　　　　 1,085

産休・育休代替職員任用（税務
課）

1,375 1,375

□会計年度任用職員1人任用
・非常勤職員報酬　　　　　　　 　954
・期末手当　                     180
・共済組合負担金　                76
・健康労働保険料　　　　　　　　 122
・費用弁償　                      43

市民サービスセンター（会計年
度任用職員任用）

2,179 2,179

□会計年度任用職員2人任用
・非常勤職員報酬　　　　　　 　1,649
・期末手当　                     180
・共済組合負担金　　　　　　　　 112
・健康労働保険料　　　　　　　　 178
・費用弁償　                      60

市民サービスセンター費 397 397

□パスポート電子申請の開始に伴う必要
機器の整備
・備品購入費　　　　　　　　　 　397
（財源）
　・県補助金　　　　　　　　　　 397

住民票等コンビニ交付事業費 5,500 5,500

□住民票等のコンビニ交付サービス実施
に伴うシステム改修
・Ａｃｒｏｃｉｔｙコンビニ交付システ
ム改修委託料　　　　　　　　　 5,500

２款計 10,536 397 10,139

社会福祉総務費 460 460

□協議会活動推進費の増額による
・民生・児童委員協議会運営費補助金
　　　　　　　　　　　　　　　　 460
（財源）
　・県補助金　　　　　　　　　　 460

介護保険特別会計繰出金                                      3,545 2,658 887

□特別会計前年度負担金の精算に伴う補
正による
・介護保険特別会計繰出金　　　 3,545
（財源）
　・国庫負担金　　　　　　　　 1,772
　・県負担金                   　886

障害者福祉総務費 489 296 193

□障害者福祉サービスデータベース構築
に伴うシステム改修及び生活のしづらさ
などに関する調査の実施による
・非常勤職員報酬　　　　　　　　　97
・消耗品費　　　　　　　　　　　　 7
・障害者自立支援給付システム改修委託
料　　　　　　　　　　　　　　 　385
（財源）
　・国庫補助金　　　　　　　　　 192
　・県委託金　                   104

新型コロナウイルス感染症対策
事業費

21,649 12,196 9,453

□私立保育所等における感染症対策とし
て必要な改修等に対する補助及び給食運
営のかかり増し経費の補助
・感染症対策のための改修整備等事業補
助金　　　　　　　　　　　　　 8,232
・私立保育所等給食費支援補助金
　　　　　　　　　　　　　　　13,417
（財源）
　・県補助金　　　　　　　　　12,196

３款計 26,143 15,610 10,533

２
総
務
費

３
民
生
費

令和４年度荒尾市一般会計補正予算（第５号）資料

款 事業名
事業費

（補正予算）

左　　の　　財　　源　　内　　訳
説　　　　明

（積算の基礎等）
特　　定　　財　　源

一般財源

議第59号資料

- 19 -



                                                            
１ 歳入歳出予算補正                                                             

(単位:千円)

国県支出金 地方債 その他

令和４年度荒尾市一般会計補正予算（第５号）資料

款 事業名
事業費

（補正予算）

左　　の　　財　　源　　内　　訳
説　　　　明

（積算の基礎等）
特　　定　　財　　源

一般財源

環境衛生費 161 161
□猫捕獲器の貸出し実施に伴う
・消耗品費　　　　　　　　　　　　40
・備品購入費　　　　　　　　　　 121

４款計 161 161

荒尾スマート農業推進事業費 165 165
□スマート技術を活用した梨の自然災害
防止対策への補助
・温度管理システム導入事業補助金 165

水田農業経営確立対策事業費 1,155 1,155

□申請手続のオンライン化に向けた農林
水産省共通申請サービス（ｅＭＡＦＦ）
導入への補助
・経営所得安定対策等制度推進事業費補
助金（ｅＭＡＦＦ移行分）　　 　1,155
（財源）
　・県補助金　　　　　　　　 　1,155

耕地費 322 322
□農業用ため池の管理保全に伴う
・熊本県ため池協議会負担金　　　 332

多面的機能支払交付金事業費 3,101 3,101

□活動期間の終了に伴う補助金の清算
・多面的機能支払交付金事業県補助金返
還金　　　　　　　　　　　　　 3,101
（財源）
　・多面的機能支払交付金事業補助金地
　元返還金　 　　　　　　　　　3,101

県営土地改良総合整備事業費 7,070 7,070
□川登地区圃場整備に伴う農業用施設取
得
・用地取得費　　　　　　　　 　7,070

６款計 11,813 1,155 3,101 7,557

観光物産館跡地管理費 1,432 1,432
□旧産業物産館の民間企業への貸付けに
伴う県補助金の返還
・返還金　　　　　　　　　　 　1,432

７款計 1,432 1,432

款　合　計 50,085 17,162 3,101 29,822

各款職員等人件費 3 3

□会計年度任用職員の共済組合加入に伴
うもの
・共済組合負担金　　　　　　　11,795
・健康労働保険料　　　　　　△11,792

補　正　額 50,088 17,162 3,101 29,825

一般財源
・市有地建物賃貸料　　　　　　 1,735
・多面的機能支払交付金事業補助金地元
返還金　　　　　　　　　　　　 1,032
・繰越金　　　　　　　　　　　27,058

補正前の額 25,882,110 7,631,873 810,700 1,572,705 15,866,832

合　　　計 25,932,198 7,649,035 810,700 1,575,806 15,896,657

４
衛
生
費

６
農
林
水
産
業
費

７
商
工
費

- 20 -



【歳入】 　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額 補正の理由

繰越金 1 1,662 1,663
令和3年度決算剰余金
（102,937千円のうち1,662
千円計上）

その他 7,432,752 0 7,432,752

7,432,753 1,662 7,434,415

【歳出】 　　　　　　　　　　　　  （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額 補正の理由

償還金 10 1,662 1,672
精算に伴う令和3年度国庫
支出金及び令和2年度特別
調整交付金返還金

その他 4,173 0 4,173

4,183 1,662 5,845

その他 7,428,570 0 7,428,570

7,432,753 1,662 7,434,415

区    分

7款
 繰越金

歳入合計

令和４年度荒尾市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）資料

区    分

9款
 諸支出金

計

歳出合計

議第60号資料
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＜保険事業勘定＞ 　　　　　　　　

【歳入】

補正前の額 補正額 補正後の額

4款
 国庫支出金

1,045,796 10,781 1,056,577

462,647 0 462,647

計 1,508,443 10,781 1,519,224

9款
 繰入金

90,595 3,545 94,140

1,053,303 0 1,053,303

計 1,143,898 3,545 1,147,443

10款
 繰越金

1 88,302 88,303

3,437,552 0 3,437,552

6,089,894 102,628 6,192,522

【歳出】

補正前の額 補正額 補正後の額

6款
 基金積立金

0 25 25

8款
 諸支出金

1,904 102,603 104,507

222 0 222

計 2,126 102,603 104,729

6,087,768 0 6,087,768

6,089,894 102,628 6,192,522

【歳入】

補正前の額 補正額 補正後の額

4款
 財産収入

0 2 2

33,761 0 33,761

33,761 2 33,763

【歳出】

補正前の額 補正額 補正後の額

5款
 基金積立金

0 2 2

33,761 0 33,761

33,761 2 33,763

令和３年度繰越金

介護給付費負担金
介護給付費負担金の令和３年度
精算による追加交付分

その他

利子及び配当金

補正の理由

その他

低所得者保険料軽減繰入金
低所得者保険料軽減負担金の令
和３年度精算による追加交付分

基金積立金 介護給付費準備基金利子積立て

その他

区　　分

その他

その他

2号補正後の介護保険特別会計予算は6,226,285千円となります。

ービス事業勘定33,761千円となります。

　1号補正後の介護保険特別会計予算は6,123,655千円で、その内訳は、保険事業勘定6,089,894千円、介護サ

補正の理由

（単位：千円）

償還金及び還付加算金
国・県負担金及び支払基金交付
金の令和３年度精算による返還金

歳入合計

今回の2号補正により、保険事業勘定を102,628千円増額、介護サービス事業勘定を2千円増額しますので、

歳出合計

区　　分

（単位：千円）

基金積立金
介護サービス事業基金利子積立
て

その他

介護サービス事業基金利子

令和４年度荒尾市介護保険特別会計補正予算（第２号）資料

（単位：千円）

区　　分 補正の理由

繰越金

歳出合計

＜介護サービス事業勘定＞

その他

歳入合計

（単位：千円）

区　　分 補正の理由

議第61号資料
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【歳入】         （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額 補正の理由

5款
 繰越金

1 11,131 11,132 令和３年度決算剰余金

912,032 0 912,032

912,033 11,131 923,164

【歳出】         （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額 補正の理由

835,316 11,131 846,447 令和３年度被保険者保険料繰越金

76,717 0 76,717

912,033 11,131 923,164

令和４年度荒尾市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）資料

区     分

繰越金

その他

歳出合計

その他

歳入合計

区     分

2款
 後期高齢者医療
 広域連合納付金

後期高齢者医療広域
連合納付金

議第62号資料
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